
議第 13号議案

山中竹春市長による暴言や誹謗中傷に関する事案の真相究明を求め

  る決議  

 山中竹春市長による暴言や誹謗中傷に関する事案の真相究明を求めることにつ

いて決議するため、次のとおり提出する。  
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   山 中 竹春 市 長 によ る 暴 言や 誹 謗 中傷 に 関 す る 事案 の 真 相究 明 を 求め     

る 決 議  

 

来 る 令 和 ８ 年度 は 、 現在 策 定 中の 新 た な中 期 計 画 が スタ ー ト し今 後 ４ 年間 の 市

政 運 営 の 方 針が 定 ま って い く 時 期に 当 たり 、 令 和 ９ 年３ 月 に はい よ い よ 上瀬 谷 の

地 で GREEN×EXPO 2027が 開 幕 す ると い う本 市 に と っ て極 め て 重要 な 案 件が 続 い て

い く 一 年 で ある 。 そ の令 和 ８ 年 度に 向 け、 新 年 度 予 算等 の 審 議・ 審 査 を 行う 第 １

回 市 会 定 例 会を 間 近 に控 え る 時 期に 、 山中 竹 春 市 長 が市 職 員 に対 す る 暴 言等 の パ

ワ ー ハ ラ ス メン ト や 市会 議 員 に 関す る 誹謗 中 傷 に 当 たる 疑 い のあ る 言 動 を行 っ た

と す る 記 事 が週 刊 誌 に掲 載 さ れた 。  

週 刊 誌 に 実 名で 告 発 した 総 務 局人 事 部 長が 記 者 会 見 を行 う 一 方で 、 市 長も 声 明

を 発 表 し 、 さら に は 記者 会 見 も 行う 中 で、 発 言 の 一 部を 認 め て謝 罪 し た もの の 、

容 姿 や 外 見 に関 す る 誹謗 中 傷 な どに つ いて は 否 定 し た。 こ の よう に 、 双 方の 主 張

にはいまだに隔たりがあり、現時点では本件事案に関する真相が全て明らかになっ

た とは 言 え な い。  

市 長 に よ る パワ ー ハ ラス メ ン ト等 の 疑 惑が 払 拭 さ れ てい な い 現在 の 状 況は 、 横

浜 市 民 、 市 会議 員 、 市職 員 の 中 で市 長 及び 横 浜 市 政 に対 す る 深刻 な 不 信 感を 生 じ

さ せ て い る 。仮 に 報 道さ れ て い る言 動 が事 実 で あ る なら ば 、 今後 の 市 政 運営 や 市

職 員 の 執 務 環境 、ひ い て は横 浜 市 政に 対す る 市 民 か らの 信 頼 に も 重 大 な影 響 を 及

ぼ す こ と は 明 白 で あ る 。 こ う し た 中 で 市 民 の 信 頼 等 を 取 り 戻 す た め に は 、 市長

が 説 明 責 任 を果 た し 、一 日 も 早 く自 身 にか け ら れ て いる 疑 惑 を払 拭 し な けれ ば な

ら な い 。 ま た、 本 件 事案 に 関 し て市 長 にか け ら れ た 疑惑 を 晴 らす に は 、 市長 ら に

よ る 恣 意 的 な調 査 が 行わ れ る こ との な いよ う 、 公 正 性・ 中 立 性が 担 保 さ れた 中 で

調 査 が 行 わ れ、 さ ら には 、 そ の 内容 が 市民 や 市 会 に 対し て 広 く明 ら か に され る こ

と が 必 要 で ある 。  

よ っ て 、 横 浜市 会 は 、次 に 掲 げる 事 項 につ い て 強 く 要望 す る 。  

１  市 長 の 影響 が 及 ぶこ と の な い、 公 正・ 中 立 で 専 門性 を 有 した 第 三 者 的な 組 織

に よ り 、 本 件事 案 の 真相 究 明 に向 け た 調査 を 実 施 す るこ と 。 また 、 調 査の 進 捗

状況及び結果については、市会に報告するとともに広く市民にも報告すること。  

２  本 件 事 案 の 真 相 を 明 ら か に す る た め に は 市 職 員 へ の 調 査 が 必 須 と な る が 、



 

 

そ の 際 、総 務 局 人 事 部 長 を は じ め今 後 の調 査 に 協 力 する 職 員 に対 す る 不当 ま た

は 不 利 益 な 取扱 い を 決し て 行 わな い こ と。  

以 上 、 全 会 一致 を も って 、 決 議す る 。  

 

   令 和 ８年 １ 月 28日  

 

横 浜 市 会    



４ 
議第13号議案の取扱いに関する運営理事会協議結果 

 
 

項  目 協 議 結 果（令和８年１月28日運営理事会） 

１ 議 案 発 送 １月28日（水）の本会議席上配付 

２ 上 程 日 １月28日（水）の本会議 

３ 提案理由説明 簡潔に実施 

４ 委員会付託 

横浜市会会議規則第36条第４項及び市会運営委員会

申し合わせ・確認事項により、委員会付託を省略し、

本会議で即決 

 

 

参  考 

●横浜市会会議規則（抜粋） 

第36条 会議事件は、朗読、説明、質疑の後、所管の常任委員会又は市会運営委員会に付

託する。ただし、朗読及び説明は、省略することができる。 

２ 常任委員会若しくは市会運営委員会の所管に属しない事件又は常任委員会若しくは市

会運営委員会に付託することを適当としない事件は、特別委員会に付託する。 

３ 委員会が提出した議案については、前２項の規定にかかわらず、委員会に付託しない。

ただし、市会の議決により付託することができる。 

４ 第１項及び第２項の委員会付託は、市会の議決により省略することができる。 

 

●市会運営委員会申し合わせ・確認事項（抜粋） 

本 会 議 

５ 議員提出議案について 

(1) 常任・運営委員会における発議（請願・陳情に係るものを含む。）に係る審査が終

了したもの及び団長会議等の協議が終了したものは、委員会等の終了後、速やかに提

出することとし、その取扱いについては、原則として、本会議で即決とする。 
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